
　症状固定（治ゆ）＝（おおむね１年６月後） 自動車保険の支給調整
　・１年６月の段階で労基署が主治医に確認 受傷日より次の期間支給停止
　・症状固定段階で後遺障害診断書を提出 ・障害基礎年金・障害厚生年金は２年間

・労災年金は３年間

※事業主の損害賠償は別の取扱い

労基署などで委託医診察 ※特別支給金は支給調整されない。

不全麻痺の場合には、痛みや

生活状況をメモ等で具体的に
説明する 業務災害の場合,療養中３年間の

解雇制限あり。

障害特別支給金(一時金) ←（傷病特別支給金を受けていたときは減額）

障害特別一時金8～14級←賞与分

←（障害特別支給金へ移行することあり）

介護(補償)給付（1級・2級の一部）
（最重度の人対象。ヘルパーなど）

治ゆが未定のとき， 社会復帰促進等事業
障害者総合支援法 ・アフターケア通院費用
による補装具を ・義肢等補装具支給 1
検討 ・外科後処置など

社会保険労務士　こばち事務所

この間，障害

(補償)年金
支給停止

労　災　保　険　・　障　害　年　金　適　用　関　係

・1～7級状態の場合は年金が生涯継
続
・併発疾病により死亡した場合は遺
族年金

受
傷

入
院

事故原因の確認

・通勤　・業務　

傷病(補償)年金1～3級（労基署職権決定）20%は特別支給金
（治ゆしないときの年金。上の障害年金との併給なし。労災医療つき。治ゆ後、障害(補償)年金へ。）

病院に労災医療の届出

休業(補償)給付80%   (60% ・20%)

症
状
固
定

再
発

労災医療＝療養（補償）給付100%

障害特別年金1～7級←賞与分

傷病特別支給金1～3級（一時金）（職権決定）

指定病院の変更(転院）

通
院

健康保険(３割負担)+アフターケア医療

障害(補償)年金1～7級、一時金8～14級

療
養
給
付
休
業
給
付

傷病特別年金1～3級（職権決定）

後遺診断書
（主治医には、労基署より
「障害状態意見書」が送
付）

症状固定日（治ゆ）は月末が有利



（受傷後６～８月が目安）

退院後，障害者総合支援法

2

（労災障害年金(一定率減額）との併給可）

障害基礎年金・障害厚生年金

身体障害者手帳申請・取得

社会保険労務士　こばち事務所

ヘルパー、移動支援

などを利用

傷病手当金60%(1年6月)

OR介護保険法のホーム

障害者医療

(所得制限有)


